
EPOC 運営委員会研究用データ利用料金規定 
 
 
第１条 本規定は、PG-EPOC及び CC-EPOCの研究用データの利用料金について定める。 
 
第２条 料金は、以下の三種類とする。 
 
① PG-EPOC データ 
② CC-EPOC データ 
③ PG-EPOC データと CC-EPOC データの両方 
 
第３条 PG-EPOC データ、CC-EPOC データ、PG-EPOC データと CC-EPOCデータの両方の金額は、
別表に定める。 
 
 
 
別表 
データの種類 利用料金 

PG-EPOC データ 30 万円＋消費税 

CC-EPOC データ 30 万円＋消費税 

PG-EPOC データと CC-EPOC データの両方 45 万円＋消費税 

 
 
 
 
 


